
社会福祉法人妙光福祉会 

やすらぎの里半郷 

山形市介護予防・日常生活支援総合事業における 

通所型サービス（従前相当）重要事項説明書 

 

 当事業所は、山形市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス（従前

相当）の提供の開始にあたり、事業所の概要、提供されるサービス内容及び契約上ご注

意頂きたいこと等を次のとおり説明します。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 妙光福祉会 

主たる事務所の所在地 〒990-2303 山形市蔵王上野字南坂９２０番地 

代表者（職名・氏名） 理事長 柳生法雄 

設立年月日 昭和５９年９月２７日 

電話番号 ０２３－６８８－６２６６ 

 

２．ご利用事業所の概要 

 ご利用事業所の名称 やすらぎの里半郷 

サービスの種類 
山形市介護予防・日常生活支援総合事業における 

通所型サービス（従前相当） 

事業所の所在地 〒990-2305 山形市蔵王半郷字石高７９番地７ 

事業所の管理者 伊藤浩一 

電話番号 ０２３－６８８－８２８８ 

指定年月日・事業所番号 平成１８年１１月１日 ０６７０１０２３４２ 

実施単位・利用定員 １単位 定員２０人 

通常の事業の実施地域 山形市 

面 積 敷地面積１１６７．１２㎡ 

建物概要 木造一部２階建  延べ床面積５２６．３㎡ 

損害賠償責任保険 損保保険ジャパン日本興亜株式会社 

第三者評価の有無 無 

Ｒ７.４ 



 

３．ご利用事業所の主な設備の概要 

食堂・デイルーム ７５㎡ 

機能訓練室 ５１㎡ 

静養室 １７㎡ 

相談室 １５㎡ 

浴室 ６２㎡ 

厨房 １０㎡ 

 

４．事業の目的と運営の方針 

（１）事業の目的 

要支援状態等の利用者に対しその利用者が可能な限りその居宅において、自立し

た日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援や機能訓練等を行う

ことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持

又は向上を目指すことを目的とします。 

 

（２）運営の方針 

   ・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努

めます。 

・事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、山形市、地域包括支援セ

ンター、他のサービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者

との連携に努めます。 

・通所型サービス（従前相当）の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対

して適切な指導を行うとともに、関係機関への情報の提供を行います。 

・上記のほか、山形市が定める基準及びその他の関係法令等の内容を遵守し、事業

を実施します。 

 

５．提供するサービスの内容 

   通所型サービス（従前相当）は事業者が設置する事業所に通っていただき、入浴、

排泄、食事等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生

活上の世話及び機能訓練として体操やレクリエーションを行ったり他者交流等を図り、

利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担軽減を図るサービ

スです。 
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サービスの内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行います。 

サービス 内 容 

体操 
・利用者の能力に合わせて心身機能の維持や健康維持と

して体操などの訓練を行います。 

アクティビティ（介護予防） 
・各種レクリエーションをはじめ他者交流等様々な活動

を企画いたします。 

食事の提供 
・利用者の身体の状態に合わせた食事内容を提供致しま

す。 

健康チェック 
・血圧、脈拍、体温等バイタルチェック 

・体調不良時家族へ連絡等 

入浴 
・入浴(全身浴・部分浴)の援助や清拭(身体を拭く)、 

洗髪などを行います。 

相談・助言 ・支援や日常生活に係る相談・助言を行います。 

 

６．営業日時 

営業日 
月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 

ただし、祝日・年末年始（12月31日から1月3日）を除きます。 

営業時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで 

サービス 

提供時間 
 午前９時５０分から午後４時００分まで 

 

７．従業者の職種、員数及び職務の内容 

職種 基準 配置人 職務の内容 

施設長   職員の管理 

副施設長   施設長の補佐 

管理者 １ 
１ 

(兼務・常勤) 
利用者及び職員の管理 

生活相談員 １ 
２ 

（内1名管理者兼務・常勤） 
支援や日常生活に係る相談援助 

看護職員 １ 

 ２  

（機能訓練指導員兼務・ 

常勤） 

健康管理及び健康維持のための

助言等 

介護職員 ２ 
３ 

（内1名専従・兼務・常勤） 

利用者の生活全般に渡る必要な

介護等 

機能訓練指導員 １ 
２ 

（看護員兼務・常勤） 
機能減退を防ぐ訓練 
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８．利用料等 

（１）サービスの利用料 

【基本部分】                              (月額) 

利用回数 サービス費用 
利用者負担 

１割負担の場合 ２割負担の場合 ３割負担の場合 

要支援１ 

事業対象者 

週１回程度の利用 

１７，９８０円 １，７９８円 

 

３，５９６円 ５，３９４円 

要支援２ 

事業対象者 

週２回程度の利用 

３６，２１０円 ３，６２１円 

 

７，２４２円 １０，８６３円 

  

 

【その他の法定料金】                          (月額) 

 

加算の種類 

 

加算の内容 

 

法定料金 

自己負担額 

（１割） 

自己負担 

（２割） 

自己負担額 

（３割） 

 

 

サービス提供

体制強化加算

（Ⅰ） 

介護職員のう

ち、介護福祉

士を７０％以

上または、勤

続１０年以上

の介護福祉士

が２５％以上

配置している 

事業対象者 

要支援１ 

（週１回程度

の利用） 

 

８８０円 

 

８８円 

 

１７６円 

 

２６４円 

事業対象者 

要支援２ 

（週２回程度

の利用） 

 

１,７６０円 

 

１７６円 

 

３５２円 

 

５２８円 

施設対応で送迎を行わない場合は、片道４７円の減算となります。 

（注１） 上記の基本料金は、山形市が定める金額であり、これが改定された場合は、こ

れら基本料金も自動的に改訂されます。なおその場合は、事前に新しい基本料

金を書面でお知らせします。 
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（２）その他の費用 

食費 食事の提供を受けた場合、１回につき７００円の食費をいただきます。 

教養娯楽費 レクリエーションの費用(材料費)の実費 

その他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担

が適当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必

要な身の回り品など）について、費用の実費をいただきます。 

※キャンセル料  

 利用者の都合でサービスを直前に中止する場合、昼食代をキャンセル料として７００

円をご負担していただくことになります。ただし、次の場合のキャンセル料はいただき

ません。 

①  利用者の体調の悪化により通院・入院時 

②  利用日の４日前営業日、正午までにご連絡をいただいた時 

（３）支払い方法 

 上記（１）及び（２）の利用料金、その他の費用は毎月末締めとし、翌月１０日以降

に１ヶ月ごと一括まとめて請求させていただきます。次のいずれかの方法によりお支払

いください。 

 なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受

けた後、２週間以内に発行します。 

 

＜口座振替のお支払い方法＞ 

銀行振替にてお支払いください。ただし口座引き落としの際、１サービスにつき手数

料が掛かりますが、ご利用者負担となります。 

 

きらやか銀行 
手数料１件につき 100 円

（+消費税）ご負担 
翌月 26 日振替 

上記以外の金融機関 
手数料１件につき 130 円

（+消費税）ご負担 
翌月 26 日振替 

 

＜銀行振込の方法＞               

［お振込先］     

   銀  行  名  きらやか銀行   支店名  桜田支店 

   預 金 種 目  普通       口座番号 １１１１２０ 

   口 座 名 義  社会福祉法人妙光福祉会 

            やすらぎの里半郷指定通所介護事業所 

            所 長    柳 生  法 雄 
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９．緊急時における対応方法 

・サービス提供中に利用者の体調や容体の急変が生じた場合、その他必要な場合は、

速やかに主治医及び家族等に連絡する等の措置を講じます。 

 ・病状等の状況によっては、事業者の判断により救急車による搬送を要請する場合があ

ります。 

 

１０．事故発生時の対応 

  ・サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに山形市、家族、地域包括

支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

・サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を

行います。 

 

１１．非常災害対策 

非常災害時の 

対応方法 

利用中に火災・自然災害等が発生した場合は職員の誘導により安全

な場所に避難を行います。なお、その後は警察・消防等の指示のも

とに対応します。 

避難訓練等の 

概要 

消防計画に則り、地震、水害等の災害を予想した防災訓練にも参加

して頂きます。 

消防計画等 
消防計画書を作成し消防署へ届出をしております。 

 

防火設備等の 

概要 

自動火災報知機、消火器、漏電火災報知器、消防機関へ通報する火

災報知器、誘導灯及び誘導標識、防火戸防火ダンバー等連携設備 

 

１２．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 

担当者：伊藤浩一 

ご利用時間：月曜日から金曜日 ８時３０分から１７時３０分   

（土・日曜日、祝日、年末年始12月31日から１月３日を除きます） 

電話番号： ０２３－６８８－８２８８ 

 

（２）苦情解決の手順 

① 相談・苦情受付 

② 相談・苦情受付内容の確認と報告 

③ 解決に向けての話し合い 

④ 苦情解決の記録と報告 
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（３）行政機関その他の苦情相談窓口 

苦情受付機関 所在地 電話番号 

山形市福祉推進部 

介護保険課・指導監査課 
山形市旅篭町二丁目３番２５号 ０２３－６４１－１２１２ 

山形県国民健康保険団体連合会 寒河江市大字寒河江字久保６番地 ０２３７－８７－８００６ 

山形県福祉サービス運営適正化

委員会 
山形市小白川町２丁目３-３１ ０２３－６２２－１７５５ 

 

１３．秘密保持 

利用者及びその家

族に関する秘密の

保持について 

利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、他サービス機関等

への情報提供を行いません。また、この秘密を保持する義務は、サ

ービス提供契約が終了した後においても継続します。 

従業者に対する秘

密の保持について 

従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者個人の情報及

びそのご家族の方の個人情報の取り扱いについては、充分な配慮を

行うとともに正当な理由なく第三者に漏らしません。また、従業者

をはじめ、実習生やボランティアを受ける際にも守秘義務について

遵守します。この守秘義務は雇用契約終了後も同様といたします。 

 

１４．拘束禁止及び人権擁護について 

   緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体拘束及び行動を制限する行為は行いませ 

ん。そのために、転倒による骨折や怪我をされる恐れのあるご利用者様には、ご家族の方も  

含めて話し合いご理解を得られるように致します。 

 

１５．サービスの利用にあたっての留意事項 

  サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐに職員にお申し出ください。 

・他の利用者のご迷惑になるような行為は慎むようお願いします。 

・体調不良等によりサービスを利用できなくなった際は、できる限り早めに当事業所

へご連絡ください。 

・ハラスメント(パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等)行為をしないで下

さい。例えば、事業所の職員に対して行う暴言・暴力・嫌がらせ・過剰なサービス

の要求・誹謗中傷等。 

・サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でＳＮＳ等に掲載しないで 

  下さい。 

 

１６.高齢者虐待について 

  事業者は、契約者への虐待防止のため、高齢者虐待防止法に基づいた措置を講じ

ます。 
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１７．連帯保証人の設定 

  契約者は、契約の有効期間中に事理弁識能力（自分で物事を判断したり決定する能

力）に欠く場合に備えて、契約者のご家族等をあらかじめ連帯保証人として定めなけ

ればなりません。  

 連帯保証人は、契約者の身元を保証するとともに、契約者の利用料等金銭に関するすべ

ての事項について、連帯責任を負うものとします。  

また、契約者・すでに契約者がこの能力に欠けている場合には、連帯保証人が本人に

代わりこの契約を締結します。なお、連帯保証人債務により連帯保証人が負う保証債

務の限度は金５０万円とします。  

 

１８.その他 

        やまがた介護事業者認証評価制度における認証。 

           (令和７年３月１日 認証更新) 
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事業所は、利用者へのサービス提供開始にあたり、本書面に基づき重要事項を説明 

しました。 

 

 

年  月  日 

 

事 業 所 所在地   山形市蔵王半郷字石高７９番地７ 

事業所名  やすらぎの里半郷 

説明者氏名              印 

 

 

 

 

私は、事業所より本書面に基づき重要事項の説明及び交付を受け、サービスの提供を

受けることに同意しました。 

 

  年  月  日 

 
 

        利 用 者  住 所                    

 

              氏 名                  印 

 
 

代 理 人  住 所                    

 

本人との続柄                 

  

氏 名                  印  
 

        

連帯保証人  住 所                    

 

 

本人との続柄                 

  

氏 名                  印 
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